
 

 

 

 

 

＜電動モビリティを使った買物ツアーを実施します！＞ 

 

高齢者や免許返納者等の交通弱者の方々が安全に移動できる交通手段として「電動モビリティ」を活

用することができるか、その実用性を検証し課題を把握するための実証実験を行います。 

 高齢者の外出を支援し、健康を維持し増進させることを目的とした事業です。 

 

 

１．日  時 ： 令和４年１２月２日（金）～令和５年３月２４日（金） 

毎週水曜日 及び 毎週金曜日（１２月３０日を除く） 

午前９時 または 午後１時から 

２．実施地区 ： コミュニティバス及びデマンドタクシーが運行していない公共交通空白地域 

令和４年１２月 柏木地区 

令和５年 １月 短野地区 

２月 教良寺地区 

３月 山崎地区 

3．内  容 ： ・電動モビリティ利用希望者に電動モビリティをレンタル 

・レンタルした電動モビリティで集合場所まで移動し、電動モビリティをバス 

に乗せて買物施設まで移動し、買物施設内を電動モビリティで移動する 

・電動モビリティレンタル期間中は、買物ツアー参加時だけでなく、近所への 

外出など電動モビリティを自由に利用できる 

・電動モビリティレンタル利用者向けの講習会を開催 

（かつらぎ警察 交通課による交通ルール説明等もあります） 

・買物ツアーには、電動モビリティをレンタルしない方も参加可能 

・買物ツアーバスは、１地区につき８回運行 

・ツアー登録料 １，５００円 

（期間中、何回でも参加できます） 

4．主  催  かつらぎ町（委託先：日の丸観光バス株式会社） 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 10 月 24 日 

資 料 提 供 

担当課 （室） かつらぎ町 企画公室 

担 当 者 政策調整係 笠本 富紗子 

電話 （代表） 0736-22-0300（内線 2224） 

・本町において初の実証実験となります。 

・免許を返納された方や免許の返納をお考えの方などに、気軽に電動モビリティを体験してい 

ただき、新たな移動手段としての活用を推進します。 

ポイント 



電動モビリティをレンタル
利用できる『買物ツアー』

を実施します

バス

・期間中、軽量タイプの電動モビリティをレンタルできます！
（レンタル希望者が５名を超えた場合は抽選となります）

・レンタルした電動モビリティで集合場所まで来ていただき、電動モビリティをバス

に乗せて買物施設まで移動し、施設内を電動モビリティで移動することができます。

・電動モビリティをレンタルされた方には、操作方法の講習会を行います。

・レンタル期間中は、ご近所へのお出かけなど自由に利用していただけます。

バス

電動モビリティ

や徒歩など

バス

【実証実験】

柏木地区配布用
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